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論 文 要 旨

1870/71年の独仏戦争の結果, ドイツ帝国 (第二帝政)が成立し, ドイツ統一が達成されたが,それと同

時にフランスからドイツに-ルザスとロー トリンゲソという二つの地方が割譲された｡この領土割譲は国際

的には ドイツとフランスの対立を,国内的には政府と住民の緊張関係を恒久化させた｡ ドイツとフランスと

いう両民族にはさまれたこの地の住民は最初 ドイツへの併合に抗議し,後に ドイツ国家内での自治を求めた｡

しかしドイツ政府の政策の一定程度の肯定的な側面と自治要求に対するある程度の譲歩にもかかわ らず,節

二帝政が持つ構造的な問題点のゆえに,ついに-ルザス ･ロー リンゲソほ ドイツに完全に統合されることは

なかったO

はじめに

-ルザス EIsaLSは,ロー トリンゲソLothringen,ザール Saarlandと並んで, ドイツ･フランスというヨ

ーロッパの2つの大国間でたびたびその帰属が争われ,戦争のたびに支配国が変わった地域として知られて
1)

いる｡わが国では,戦争中に愛国意識を高めるべ く国語教育の教材とされた ドーデ 『最後の授業』の場面,
2)

あるいはマルクスが 『フランスの内乱』の中で-ルザス ･ロー トリンゲソの併合に反対したことがよく知 ら

れ,いずれも1870年の独仏戦争 (普仏戦争)におけるドイツの防利で,この両地方がフランスから切 り離さ

れ, ドイツに併合された際に,それが住民の意に反して行われたことが強調されている｡そして1918年 1月

のアメl)カ大統領ウィルソンがいわゆる14ヶ条の中で,この併合を不正だと認定 し,第一次大戦後フランス

に返還されたことで,この問題は最終的に決着したかに見える｡つまりフランスの不可分の一部である-ル

ザス ･ロー トリンゲンが戦争の結果,暴力的に祖国フランスから切 り離されたとい うのが,広 く承認された

解釈となっている｡従って1870年から約半世紀に渡るドイツ支配は ｢他民族支配｣であり,それは-ルザス･

ロー トl)ソゲソ住民にとって暗黒時代であるということになるこしかし,実際には事情はそ う単純でないL,

というのは,-ルザスとロ- トT)ソゲソは言語的 ･文化的に ドイツ的ないしゲルマソ的でありながら,政治
3)

的帰属意識はフランスであるという複雑な事情があるか らである｡

本稿では, ドイツ第二帝政 (1871-1918)と全 く時期を同じくするドイツの-ルザス ･ロー トリンゲン支
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配の時代を見ることによってNation(国民,民族)の意味を考察 しようとするものである｡そのために,-

ルザスの自治運動を取 り上げることにする｡普通自治運動というと,ある複数民族国家内の少数民族が,多

数民族とは異なる独自の民族的特性 (言語,宗教 生活習慣等)の保持を要求するものであるが, ドイツ第

二帝政期の-ルザスの自治運動の場合は,あくまでも主権国家の連合体としての ドイツ帝国内で,他の邦国

と同様に独立の主権を持った邦国 Land としての地位を要求しようとするものであり,その点で特殊であるC

彼らの主張の検討 ･分析を通 じて,上述の問題に接近しようと思 う｡

最後に本稿の扱 う問題についての研究史について触れておく｡第二帝政期の-ルザス ･ロートリンゲソに

関しては当然のことながらドイツ･フランスで盛んに研究が行われている｡フランスの研究では一貫 してこ

の地方のフランス的性胤 そして住民が ドイツへの鮮創こもかかわらず,フランスへの帰属意識を保持 した4)
ことが強調され,フランス-の復帰の正当性が主張される｡一方 ドイツにおいては総じて ドイツの政策の

5)
比較的 リベラルな部分を指摘する傾向がある｡ヴ ェーデル総督の時代を取 り上げたヒエリーの研究は,その

6)
典型といえる｡しかし弁明的な立場とは距離を置いた,グェーラーのような ドイツ支配の時代の様々な矛盾

を第二帝政の本質と結び付けて論ずる者もいる｡上述の2つのフランス ･ドイツの主流的見解と一線を画す
7)

のが,-ルザスの自治主義者による研究である｡これは ドイツによる併合とその後の ドイツの政策の批判と

いう点ではフランスの主流的見解と同じであるが,同時に ドイツ支配の ｢光と陰の部分｣を公平に見るとい

う立場を取るOそして ｢-ルザス ･ロー トリンゲソを-ルザス ･ロー トリンゲン人の手に｣というスローガ

ンを掲げて ドイツ帝国の枠内での自治権の獲得のために戦った自治派の運動を高く評価するO
8)

我が国では最近宇京頼三 ･早苗両氏による論文,訳書が相次いで出版されている｡

1) 『最後の授業』(『月曜物語』〔桜田佐訳,岩波文庫〕所収)のアメル先生の言葉については,田中克彦

『ことばと国家』(岩波新書, 1981年)はそれを日本の朝鮮における ｢創氏改名｣などの ｢皇民化政策｣に

比喰している｡

2)正しくは ｢独仏戦争に関する (国際労働者協会)総務委員会の第二の声明 (1870年9月9日)｡マルク

スがェルザス ･ロー トリンゲソの併合に反対したのは,住民の民族自決権を擁護するためというより,む し

ろプロイセン軍国主義の強化と独仏関係の悪化を警戒したからである｡

3) ドイツ政府は第二帝政期に言語調査 (母語調査)を4回 (1878年,1㈱ 年,1905年,1910年)実施し

ているが,それによれば第 1次大戦前の1910年では上エルザスで93.0%,下エルザスで95.8%,ロー トリン

デンで73.5%の住民が母語を ドイツ語だと申告している｡この数はフランス時代になってもそれほど変化し

ていないO参照,DasEIsaj71870-1932,Band4,Colmar1938,S･198(ドイツ時代),S･199(フラ

ンス時代の1926年と1931年)｡

4)フランスの文献については,以下のヴェーラーの論文 (注6)に詳細に紹介されているので参照0

5)HermannHiery,ZwischenScyllaundCharybdis,in:Zeitsclm'ftfZirdieGeschichtedesOberrheins,

Band134,1986,S.299-328.

6)HansIUlrich Wehler,EIsa13-Lothringen von 1870bis1918. Das"Reichsland" alspltisch･staats-

rechtlichesProblem desZweitendeutschenKaiserreichs,ebenda,Band109,1961.

7)DosEIsassvan1870-1932,4BdeL,Colmar1936u.1938.

8)宇京頼三 ｢アルザス学事始｣『人文論叢』(三重大学)第4号,1987年 ;オッフェ, 宇京頼三訳 『アル

ザス文化論』(みすず書房,1988年);アサール,宇京早苗訳 『アルザスのユダヤ人』(平凡社,1988年);ロ

レ-ヌ,宇京頼三訳 『フランスの中の ドイツ人』(未来社,1989年)

1. 併合後の抗議運動 1870-1879年

1. 1870年以前の前史

1)1648年以前の ドイ時代

1870年以前の-ルザス (フランス語ではアルザス AIsace)の歴史は1648年,即ち30年戦争後のグェス ト7
1)

ァ-レン条約を画期に二分される｡
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この地の先住民族は,他の西ヨ-ロッパ地城と同様,ケル ト人であった｡ ローマによるガリアの征服とと

もに, ライ-/川左岸のこの地域はローマの版図となるOその後, ｢諸民族の移動｣により.紀元後5世紀に

はゲルマン化 されたOその場合,ゲルマン族とは,アレマン族とフランク族である｡前者が先に定住したが.

後に後者によって征服された｡以来 ヴォージュ山脈とライン川に挟まれたこの他では,アレマン語とフラン
2)

ク語というゲルマン語 (ドイツ語の方言)が話されることになったOこの時形成された言語境界線 (ゲル7
3)

ソ語とロマン語.ないしトイソ語とフランス語)は1500年後の現在に至るまで基本的に変わってない｡

西ヨーロッパを統一 したカール大帝の死後,-ルザス ･ロー トリンゲンは最初皇帝 ロメ-ルの国に属 し

(843年グェルダソ条約), pタ-ルの死後870年のメル七ソ条約により,東フランク (トイソ王国)に属し,

その後.｢ドイツ民族の神聖 p-マ帝国｣に属 した｡ トイツ時代は17世紀の30年戦争 (1618-1648年)まで

続いた｡

中世においては,StraE3burg(Strastx)urg),Colmar,Mulhausen(Mulhouse),Metz等主要都市は ｢自由帝

国都市｣として自治権を持ち,皇帝の専制に対して共同で戦った｡例えは-ルザスの ｢10都市同盟｣(Col血ar

Hagenau,Kaysersbrg,Mtilhausen,Munster,Otxrehnheim,Rosheim,Schlettstadt,Turkheim,WeLBenburg)
4)

が知られているO近代-ルザスにおける自治運動は自らの起源をこの中世都市の自治権闘争に求めている｡

ルネサンス期のエルザスほ多数の傑出した人物を出したo活版印刷術を発明したとされるクーテンベルク

もシュトラスブルクで構想を凍ったと言われている｡オッフェによればェルザスの歴史で最も輝かしい時代
5)

がこの時代であるo

Lかし宗教改革とそれに続 く宗教観争の始まりとともに, ｢神聖 ローマ帝国｣の国家的統制力は弱まりつ

つあった｡宗教改革ではシュトラスブルクは町全体が新教に移行した01538年ジ -ネーブを追われたカルグ

ァンはここに 2年間亡命 しているO同じ見 フランスの東方-の膨張が始まった.国王アンリ2世の時,帝

国都市メッツ･ヴェルタン･トクールがフランス領となったO (1648年のウェス トファーレン条約で正式に

承認)

そして-ルザスにとって運命的な30年政争の結果,シュトラスブルクを除 くほとんどの-ルザスがフラン

スに併合された｡ (1648年のヴェス トファーレン粂約)自由郡市シ ュトラスブルクも1681年,フランスに包

囲され.ついに降伏した｡-ルザスは ドイツから初めて切 Y)離され,フランス支配が始まったO ロー ト1)ン

ゲンは1766年にフランスに併合されたo

1)-ルザスは ロー トリンゲソ (フランス語ではロレーヌ Lorraine)と合わせて ｢ユルザス ･ロー トl)ソ

ケン｣と一括 して表記されることか多いが,この両地方が行政的統一を成 したのは,1870年-1918年の ドイ

ツ時代のみであるoそれ以前及びそれ以後のフランス時代は,上 ライ ン,下 ライ ン,モ ー ゼ ル の三 県

d6阿 tement(トイツ時代の上 ･下エルザス, ロー トリンゲソ県 Bezlrkに対応)に区分されていた01940年

にこの地がナチスによって再び ドイツに併合された時.-ルザスは/ll-デソ大管区に, p- トリソゲソはザ

ール ･プファルツ大管区 (後ヴェス トマルク大管区)に別々に併合された｡ナチス支配の時代については,

l.otharKettenacker,NationaLsoZialistischeVolkstums♪olitikimEIsaB,Stuttgart1973;PL/-ヌ 『フラ

ンスの中の トイソ人』(原題 Jacquesl刀rraine,LesAllemandsenFrance,Paris1944)を参照0

2)オッフェ 『アルザス文化論』(原題 Frid6ricHoffet,Psychanalysedel'AIsace,Paris1951)の訳者芋

京振三氏による解説260-267頁 ;宇京頓三 ｢7ルザス学事始｣;EugenePhilipps,SchicksaLEIsaj?.Krise

einerKuliurundeinerSprache,Karlsruhe1980.(原題 L'AIsacefaceasondestin.Lacrised'identitG,

Straslx)urg1978);"Dledeutscheunddiefranz6sischeSprachelmEIsass",inニDasEIsassvowz870-

1932,Band3,S.37-97_

3)もちろん.第二次大戦後 40年以上経過 した今では,アルザス ･PL/-ヌにおけるフランス語の優位,

トイソ語 (ないし-ルザス ･トイソ語)の後退は銃著な事実であ り,その消滅の危険性を深刻に危供し,そ

の国家による承認を求める声は1960年代末より強 くなった,1981年社会党のミッテラ-/の大統領当選により,

小学校における ドイツ語教育は戦後40年近 くたってようや く復活 した｡参照,宇京頼三,前掲雪,251-252頁,

262頁 ;田中克象 前掲害,127-128頁 ;方言と標準 ドイツ語の公認を求める ｢詩人 ･作家 ･作曲家 ･文化
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創造者の声明｣(1980年 1月3E]),in:EugenePhilipps,ZeitgenosseEIsdsser,Karlsruhe1987,S･145･(原

題 Led占fialsacien,Strastx)urg1982)

4)"AutonomismusundautonomistischeParteien",in:DasEIsassvowI87011932,Band2,S･122f･

5)オッフェ,前掲書,12貢｡

2)フランス時代 1648-1870年

オッフェが言 うように,フランスによる併合が-ルザスの一般の民衆にとって果 して幸福な出来事であっ
ド

たかどうかは疑問である｡宗教面では,この地方は再びカトリックに改宗させられた｡新教徒は迫害された｡

ドイツ時代に自治権を獲得していた帝国都市の住民は自治権を奪われることを心配した｡しかし,全体とし

てフランス絶対王政は同化政策を取らなかった｡1789年の革命に至るまで,-ルザスほ ｢外国｣として取 り

扱われていた｡経済的にはフランスの関税地域外に置かれ,むしろライン対岸の ドイツや,オランダ･スイ

スと結びついていたし,法令 ･法律は ドイツ語に翻訳され,官庁用語 ･裁判用語でもドイツ語の使用が認め

られていた｡社会の上層ではフランス語が使われたと言え,文化的には依然 ドイツ語文化圏に属 していたと

いえよう｡加えてルイ14世の治世がこの地方にもたらしたある程度の物質的繁栄により,住民はフランス支
2)

配を受容した｡

状況が変わったのは革命以後である｡革命は社会のすべての階級 ･階層をとらえた｡当初革命を支持 した

のは,絶対王政から迫害を受けた新教徒と, ｢自由 ･平等 ･友愛｣の理念に共感 した都市の上層市民だけで

あった｡しかし後になって,土地改革によって土地を手にした農民大衆がこれに加わった｡特に干渉戦争の

開始とともに,民族問題が社会問題と結合した｡フランスの敗北は革命で手にした土地の喪失を意味した｡

-ルザスほ,革命期及びそれに続 くナポレオン時代に多 くの著名 な軍人 を フランス国家 に提供 した｡

(K16txr,Kellermann,Rapp等)フランス国歌 ｢ラ･マルセイエーズ｣は-ルザスの義勇軍で歌われた 曲を

基礎にしている｡ -ルザスほ革命-の積極的参加により,自らをフランス国民 Nationの一員であると意識
3)

するようになったと言われている｡

但し,革命期のすべての政策が支持されたわけではない｡例えば言語問題において, ｢単一不可分の共和

国｣という理念を強調したジャコ/ミ./支配の時代に,極端な中央集権主義が取 られた｡-ルザスでは ドイツ

語の使用が禁じられた｡しかし,公文書でのフランス語以外の言語の使用を禁止した1794年 7月24日の国民
4)

公会令は ｢テル ミドール反動｣後廃止された｡ナポレオンの時代の言語政策は全体として寛容だった｡

-ルザスは革命期にフランス国家に堅 く統合された｡革命初期にはまだ ドイツ-の復帰を求める声が存在

したが (1793年末には約 2万の-ルザス住民が撤退するドイツ軍とともにライン川を越えて ドイツに亡命す

る事件が起こっていた),1814/15年のウィーン会議の頃にはそのような声はただの一つもなかった｡このよ

うに-ルザスがフランス革命を通じて初めてフランス国家と緊密に統合されたことは,いくら強調してもし

過ぎることはない｡革命に続 く王政復古,7月王政,第 2共和制,第 2帝政の時期においても,個々に同化

政策が取られたことはあっても,全体として-ルザスの特殊性を考慮した政策が取られた｡従って,1870/

71年の独仏戦争の時,-ルザスの住民は ドイツ語を初めとするゲルマン的特性は保持 したまま,政治的 ･国

家的帰属意識はフランスであるという歴史上極めて例外的な珍しい現象が生まれていた｡わずか 200年の7
5)

ランス支配はそれ以前の1(X氾年以上の ドイツ支配と同程度の刻印を-ルザスに与えたことになる｡

1)オッフェ,前掲書,14頁｡

2)RudolfBuclmer,〟DieelsassischeFrageunddeutsch-franz6sischeVerhaltnisim 19.Jahrhundert",in:

EinLebenausfreierMitte.FestschriftfiirUlrichNoack,G6ttingen1961,S･57-109;オッフェ,前

掲書,14-15貢｡

3)Buchner,S.58-60.

4)フランス革命期の言語政策については,Buchner,S.60-71;田中克彦,前掲書,77-105貢｡

5)Buchner,S.72ff.;オッフェ,15-16貢｡
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2. 併合

1870/71年の独仏戦争は, ドイツの側から見れば ドイツ国民国家の樹立のための統一戦争であり,統一を
1)

妨害する皇帝ナポレオン3世治下のフランス第二帝政との戦争は正義の戦争であった｡マルクスを中心とす
2)

る国際労働者協会 (第-イ/クナショナル)は最初この戦争を ドイツにとっての防衛戦争であると評価した｡

ところがナボレオソ3世自身がセダ,/で捕虜となり,第二帝政が崩壊した後も, ヒスマルクは戦争を続け,

ユルザスのほぼ全奴とロー トリンゲソの ドイツ語部分 (東半分,フラソスのモーゼル県に相当)の併合を要

式 し始めた時,マルクスは戦争の性格が征服戦争に転化したと評価を変えたOつまり,-ルザス ･p- トリ

-/ゲソの問題が独仏戦争の大きな争点となって来たのである｡戦争は結局1870年12月末に始まるドイツ軍に

よるパリ総攻撃の後,1871年 1月26日に休戦が成立したCその直前の1月18日に,ヴェルサイユ宮殿の ｢鏡

の間｣で ドイツ帝国の成立が宣言されたことは周知の通 りである｡

ドイツ国内では開戦後直ちに,軍部のみならず一般の国民も200年前に失われた領土の ｢奪還｣を熱狂的

に要求した｡ トライチュケを初めとする多数の著名な歴史家が,-ルザス ･ロートリンデンの併合が言語 ･
3)

人種 ･歴史 ･文化の面から正当であることを主張した. これに関して,Nation(国民,民族)の概念につい

て独仏の神学者であるシュトラウス DavidFriedrichStrauBとルナソErnestRenan間で論争が行われた｡

この論争は結局のところ Nationというものが個人の意志とはある程度独立して存在する,言語 ･人種 ･文

化を共有する集団であるのか (いわゆる Kulturnat10m論),あるいは共通の歴史的過去を基礎とする個人の
LI)

意識的共同体であるのか (いわゆるStaatsnatlOn論)をめく.･るものであった｡

戦争とそれに伴う愛国主義的熱狂の中で ドイツ国民の大多数は-ルザス ･ロー トリンケ/の併合を支持 し

た｡併合の不当さを主張し,それかもたらす危険について認識にしていたのは,1869年に結成されたばかり

の トイツ社会民主労働者党 (いわゆるアイゼナ-派)と一部の人々のみであった｡同党中央委員会は1870年

9月5日に次のような声明をだした｡

｢我々は-ルザス ･p- トリソゲソの併合に抗議する｡我々は トイツ労働者階級の名において語っている.

フランスとドイツの共通の利益のため,平和と自由のため,東方の野蛮から西洋の文明を守るため, ドイソ
5)

の労働者はエルザス ･ロー トリノゲソの併合を容認しないだろう｣

社会主義者以外では, リベラ/レとして知られる 『プラソクフル ト新聞』FrankfurterZeitungが併合に反

対した｡その主な論拠は併合によって正義の防衛戦争が征服戦争に変質するということてあり,この点でマ

ルクスの主張と一致するが,ここでは-ルザス ･ロートリンゲソの住民が併合を望んでないことが暗黙の内

に了解されていたC併合に反対する人々の懸念 ･予言は的中したが,戦勝に沸き立つ国民大衆のナショナリ
6)

スムを抑えることはできなかった｡

1871年 5月10日にフランクフル トで独仏間に正式の講和条約が締結された｡エルザス ･ロー トリンゲソの

取 り扱いについては, 5月の帝国議会で議論された｡当時考えられたのは,1)プロイセ-/-の併合,2)い

くつかの邦国-の分乱 3)独立の政体の樹立であった｡ このうち 1)のプpイセソ-のOf･合を要凍する声

が当然ながら強かった｡国民自由党に所属する歴史家 トライチュケは5月20日に帝国議会で済説し,-ルザ

ス ･ロー トリンゲソを ｢一個の独立体｣とすることに反対し,プロイセソ-の併合後 ｢プロイセソ人｣とし
7)

ての自治権を行使すればよいと述べた.

これに対 して宰相ビスマルクは自ら ｢ェルザスの弁護人｣を任じ,プロイセン-の併合に反対したo彼は

5月25日,同じく帝国議会で ｢この地方の住民は完全に成熟した子供であり,自分の仕事を完全に理解して

いる｡なぜこの地方に後見人を置こうとするのか私には理解できない｣と述べ.いつかこの地方にフランス
8)

が与えなかった自治権を与えるだろうと約束したc Lかし,この約束はついに果たされることがなかった｡

結局エルザス･ロー トリソケンは新しく創設されたはか りのドイツ帝国の｢統合のかすがい｣として利用しよ

うと考えるビスマルクにより, トイツ帝国を構成するすべての邦国の共有財産としての帝国領土 Reichsland

となった｡国家権力は連邦参議院 Bundesratに代表されるドイツ諸邦に移 り,皇帝が帝国の代表としてそれ

を行使した｡
9)

1871年 6月9日の統一法 Vereinigungsgesetzにより,エルザス･ロー トリンデ./の行政の組織が定められ

た｡立法権は皇帝が連邦参議院の同意の下に行使し,行政権は皇帝に負 う帝国宰相 Reichskanzlerが行使した0
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最高官庁として帝国宰相府-ルザス･ロ- トl)ソゲソ局 elsaLSllothringischeAbteilungdesReichskanzleramtes

が設置された｡ (この機関は1877年 1月 1日をもって-ルザス ･ロー トリ-/ゲソ庁 Reichskanzleram tfor
10)

EIsaBlI.othringenに改組され,帝国宰相府から独立した)

一方これと並んで,1871年 9月6日に州知事 OtだrpraSidentの職が設けられた｡これはプロイセンの地方

行政長官である｡初代の州知事にはメラー EduardvonMGllerが就任した｡ これにより,帝国の行政機関

(皇帝,帝国宰札 -ルザス ･ロー トt)ンゲ局)とプロイセンの地方行政機関 (州知事)という-ルザス ･

ロー トリンゲンの行政の二重化の状態が発生した｡

1871年 6月9日から帝国憲法が-ルザス ･ロー トリンゲンに適用された1874年 1月 1日まで,｢皇帝独裁｣

の時代と呼ばれるOその意味するところは,皇帝の命令が唯一の立法形態であり,-ルザス ･ロー ト1)ソゲ

ソは帝国議会 Reichstagに代表に送ることができなかったことであるO皇帝は無制限 ･半絶対主義的な権力

を行使した｡これは最初は一時的な暫定措置と考えられていたが,長期間続 くことになった｡また,1871年

12月30日の ｢組織法｣の中に,悪名高い ｢独裁条項｣(第10条)が盛 り込まれた ｡これにより州知事に,｢公

共の安全が危機に曝された時,必要と思われるあらゆる措置を取る権限｣が与えられた｡ビスマルクはこれ
11)

を導入するにあたって,フランス時代の法律を根拠にした｡それは戒厳令施行の際に軍司令官に与えられた

権限であり,治安を乱す恐れのあるとされる人物の家宅捜索 ･国外追放,また出版 ･集会の禁止を命ずるこ

とができた｡これも過渡期の措置と説明されていたが,撤廃されたのは1902年になってからであった｡

1)独仏戦争については,望田幸男 『ドイツ統一戦争』(教育社歴史新書,1979年)

2) ｢独仏戦争に関する総務委員会の第一の声明｣(1870年 7月23日)

3)Wehler･S･140f･併合論に関しては更に参照, btharGall,"DasProblem EIsaL31Lothringen",in:

TheodorSchieder/ErnstIkuerlein(Hrsg.),ReichsgriEndung1870/71,Stuttgart1970,S･366-385･;

FritzBronner,1870/71.EIsaPILothringen･ZeitgenossischeStimmenfiirundu)iderdieEingliederung

indosDeutscheReich,Frankfurta.M･1970. 併合を決定したビスマルクの意図について Historische

Zeitschrift(HZ)誌上で1969年代に論争が行われたOこの論争は, ビスマルクは世論の圧力に押され,自ら

の意に反 して-ルザス ･ローl)ンゲンの併合の決定を行ったというグァイマル時代以来の通説に対して庚を

投げかけた リープゲンスの論文 (W･Lipgens,"Bismarck,dieGffentlicheMeinung unddieAnnexionvon

EIsaL3undLothringen1870",in:HZ,199〔1964〕･S･31-122)に始まったO リープゲンスによれば,ビス

マルクは世論の圧力を受けたどころか,む しろ意図的に併合を要求する世論を作り出したという｡これに対

して,ガルの批判 (LotharGall,ZurFragederAnnexionvonEIsaL3und Lothringen1870".ebenda,206

〔1968〕,S･265-386), 1)-プゲンスの反論 (Lipgens,"Bismarck und dieFragederAnnexion1870･Eine

Erwiderung",ebenda,S･586-617,コルプによる総括 (EtだrhardKolb,"Bismarck und dasAufkommen

derAnnexionsforderung1870",ebenda,209〔1969〕,S.3181356)と続いた｡

4)シュトラスとルナンの論争については,FritzBronner,S･143-157.

5) ｢独仏戦争に関する総務委員会の第二の声明｣

6)Gall,DasProblem EIsaf3-Lothringen,S･374;Wehler,S.142.

7)Wehler,S1144;DosEIsassvow1870-1932,Band1,S.106f.

8)DasEIsassyon1870-1932,Band1,S.107.

9)DasEIsassyon1870-1932,Band4･S･264f･〔Ihk･Nr.4〕

10)Wehler,S･146u･151.

ll)併合後の-ルザス ･ロー トリンゲンでは法制度が極めて複雑で混乱した｡即ち, ドイツ-の併合に も

かかわらずフランス時代の法律は革命以前の法律も含めて依然効力を持ち,これに加えて ドイツの軍政時代

(1870年 8月-1871年 6月)の法令, ドイツの法律,州知事の政令なども有効であった｡特に前近代的な法

律が残っていたことは,-ルザス ･ロー トリンゲソの住民に非常な不利益をもたらした｡Wehler,S.158.
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3. 抗議

1)ボル ドーの抗議声明

ドイツの併合要求に対して,1871年 2月8日に講和のために選挙されたフランス国民議会の-ルザス ･ロ
1)

- ト.)ソゲソ選出議員は,2月17E],ボル ドーに召集された議会において,抗議の意志表示を行ったOこの

抗議声明を起草したのは南フランス人ガンべッタLeonGamt光ttaであり,朗読したのは軍服を着た-ルザス

人ケラー Emile Kellerだった｡それは,-ルザス ･ロ- トリソゲソの民族自決権を要求し,フランスが-

ルザス ･ロー トリンケン割譲を拒否 し, ドイツとの戦争を再開するよう呼びかけるものであったO声明は次

のように述べる｡

｢--領土の割譲のための講和は破滅的な休戦となるだけで,決して最終的な講和とはならないであろう｡

--我々-ルザス ･ロー トリンゲソ人に関する限り,我々は今日,明日,いかなる時,いかなる瞬間にも再

び戦争を始める用意がある｡-ルザスとロー トリンデンはあらゆる割譲に抗議する｡フランスはこれを譲る

ことはできない｡ ヨーロッパはこれを承認することはできないO･･-･我々は最初から-ルザスとロー トリン

ゲソを全部であれ一部であれ外国に引き渡すあらゆる文書,あらゆる条約,あらゆる投票,住民投票を無効

だと宣言するOここに我々は-ルザス ･ロー トリンゲソ人がフランス国民の一員であり続ける不滅の権利を

永遠に持つことを宣言する｡そして我々の名において,また我々の子孫の名において,この権利を永遠に,
1)

あらゆる手段と方法によって,不法権力者に対して要求し続けることを誓 う｣

このような-ルザスの代表の必死の訴えに対して,首相格のティエール Thiersは,議員たちに冷静さを

保つよう呼びかけた｡結局国民議会の決議は ｢ケラー氏とその同僚たちの声明を強い共感を持って聞いた国
2)

民議会は,講和交渉での我が代表の賢明さと愛国心を信頼する｣と述べるに留まった｡かくて,休戦の破棄,

戦争の再開を求めたケラーの要求は却下され,-ルザス ･ロー トリンゲンの運命は決まったO

国民議会は1871年 3月 1日,ヴェルサイユ仮講和条約について審議したOケラーが再び登壇した｡

｢-- ドイツ人はあなたがたに言う｡-ルザスを永久に割譲する,と｡私はあながたに宣言する｡-ルザ

スはフランスであり続けるだろう,と｡--私はこの議場を去る前に,-ルザス人としてフランス人として,

私の目には不正であり,虚偽である講和に抗議したいと思 う｡もし国民議会がこの講和を承認するなら,私

は正義の守護者である神に訴える｡私は後世の人々に訴える｡彼らが判決を下すであろう｡--･私は心ある
3)

人々の剣に訴える｡この憎むべき講和をできるだけ早く打破せよ,と｣

しかし-ルザスの再度の訴えにもかかわらず,フランスの政府及び軍の指導者は戦争の再開が不可能であ

るとの結論に達していた｡結局仮の講和条約が国民議会の多数によって承認された｡-ルザスとロー トリン

ゲソの議員たちは,仮条約が承認された場合には,議場から退場することをあらかじめ決定していた｡彼ら

は自分たちがフランスを救 うために国民議会多数派によって犠牲に供されたことに深 く失望した｡しかしな

がら,この地方の住民がフランスから切 り離される瞬間において,フランスに対する忠誠を表明し,自らの

意に反して行われた ドイツ-の併合に抗議したことは記憶されるべきである｡彼らにとって Nationとは,

言語 ･文化 ･歴史等の先天的な共通性による共同体ではなく,共に生存しようとする自発的な意志に基づく

共同休であったQこの抗議と怒 りは長い間この地方の政治状況を決定したO-ルザス ･ロー トリンゲソの指

導者はこの後 ドイツ当局から ｢抗議派｣Protestlerと呼ばれた｡

1)DasEIsassyon1870-1932,Band4･S･262-264･〔Ⅰわk･Nr･3〕

2)Ebenda.

3)DosEIsassyon1870-1932,Band1,S.62.

2)-ルザス同盟

1871年 6月30日, ドイツ-の併合後初めての市町村議会選挙が行われた｡この選挙に際して1871年 3月に

ガンべッタの発案により結成された秘密結社 ｢-ルザス同盟｣Ligued'AIsaceは住民に選挙ボイコットを呼
1)

びかけたO結果は80%の有権者の棄権だったQこれは ドイツに対する住民の明白な不信任の表明であったO

-ルザス同盟は住民に ドイツの行政-の参加の拒否を呼びかけた｡官吏に対しては,フランス-出国後の
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相応の就職と昇進が約束されたので, ドイツの官吏となる者は少なかった｡市町村長のみが全員その職に留

まった｡中等学校と大学の教員はごく一部,小学校の教員は約半数が ドイツに留まったといわれている｡そ

の結果大量の官吏が ドイツ国内から流入した｡1872年末には官吏に占める地元出身者の割合は26%に過ぎず,

プロイセン人が46%,バイエルン人が9%を占め,残 りは他の ドイツの諸邦及びルクセンブルク,スイスの
2)

出身者だった｡

ドイツに対する住民の反発は,1872年10月に徴兵制が実施された時に顕著に現れた｡この年の兵役義務者
3)

は3万3457人であったが,これに応じたのは7454人に過ぎなかった｡兵役忌避者は国量を越えた迷亡したO

兵役拒否問題よりさらに注目を集めたのは,国籍選択問題であった｡フランクフル ト講和条約は ドイツ国

民となることを望まない-ルザス ･ロー トリンゲソ住民が自発的にフランスへ出国することを認めていたO

そしてこれは現に-ルザス ･ロー トリンゲンに居住している住民だけではなく,フランス国内に住んでいる

-ルザス ･ロートリンゲン出身者にも適用された｡-ルザス同盟はこれを事実上の住民投票の代わ りにしよ

うと活発な宣伝活動を行った｡

｢直ちにフランス国籍を選択せよ｡全員選択せよ｡とりわけ追放を恐れている者は｡ ドイツはフランス国

籍選択を理由に君たちを追放しようとしているのではない｡暴力によって閉じ込めようとしているのだ｡君

たちの立場ははっきりしている｡フランス国籍を選択せよ｡そ うでなければ,君たちは意に反して ドイツ人

にされてしまう｡--これが最後の住民投票である｡これにより抑圧者が全世界を前にして受ける恥辱は,
4)

我々の最初の復讐だ｣

その際, ｢同盟｣は郷土への愛着が強い住民感情を考慮して,実際には出国しなくても,フランスのどこ

かの市町村に架空の住民登録をすれば十分であるとして,フランス国籍の選択を呼びかけた｡これに対応し

て ドイツ当局は,1872年10月1日までに実際に住所が移動しなければ,フランス国籍選択は無効だとの立場

を明らかにした｡結果は次の通 りである｡人口約 150万 (1871年)のうち,16万0878人がフランス国籍を選
5)

択した｡これに加えてフランス国内に居住する37万8777人がフランス国籍を選択し,全部で53万9655人の-

ルザス ･ロー トリンゲン人がフランスを選択したことになる｡もちろん16万0878人のうち実際に出国したの

は4万9926人であり,残 りの者は無効とされた｡この数は決して多いとは言えないが,フランスは53万9655

人という数字を60万ないし80万の-ルザス ･ロー ト1)ンゲソ住民がフランスを選択したとして,この後の7
6)

ランスへの返還の宣伝の材料とすることができた｡

1874年 1月1月に帝国憲法が-ルザス ･ロートリンゲソで施行され,2月1日,初めて帝国議会選挙が行

われた｡この選挙で-ルザス同盟は従来のボイコット戦術を撤回し,選挙への参加を呼びかけた｡この戦術

変更は前年6月に実施された第 1回県議会選挙 (上下-ルザスとロートリンゲンの3県)で対独協力派が全

員当選していたためである｡-ルザス同盟は選挙への参加によって ｢抗議派｣だけを当選させ,改めて ドイ

ツへ抗議の意志を表明しようとした｡選挙の結果,割り当てられた15の議席は全員が ｢抗議派｣で占められ
7)

た｡もちろんこの頃になると, ｢抗議｣と言っても,併合そのものに対する抗議と,併合後の ｢独裁｣に対

する抗議の二つの意味があった｡ (1874年 3月3日の帝国議会でのヴィンテラー Winterer議員の演説)時

とともに後者の比重が大きくなった｡

1874年2月18日,-ルザス ･p-トリソゲン選出議員が初めて帝国議会に登院したo彼らを代表してツァ

ーベルンZabrn選出の トイチュTeutschが抗議の意志表示を行った｡彼はフランス語で演説しようとした

が,それを禁止された｡彼は次のような決議案を提出した｡

｢帝国議会は,フランクフル ト講和条約によってその意志を問われることなくドイツ帝国に併合された-
8)

ルザス ･ロートリンゲンの住民に,この併合について意志を表明する機会を与えることを決議する｣

トイチュは激しいヤジ,笑い声,そして議長の制止にもめげず,決議案の説明という形で ｢文明国の権利

の枠を越えた｣ ドイツによる併合に対する抗議声明を読み上げた｡

｢-ルザス ･ロー トリンゲソ人民の名において,私は権力の悪用に抗議する｡--我々の同意なしに行わ

れた併合は我々を精神的奴隷にするものである｡--･理性と普通の法の原則から見ても,そのような条約は

無効であるO精神と知性を持った市民は売 り買いされる商品ではない｡･･･-我々の心は祖国フランスに向け

られている｡--･(1871年2月1日の選挙で)我々を選んだ人々は,それによって祖国フランスへの共感と,
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自分のことを自分で決める権利を表明したかったのである｡--我々と君たちの間の家族の粋は切れた｡我

々を真の家族てあるフランスに帰すことを拒む限 り,我々は君たちを兄弟とみなすことはできない--我々

に正義を与えよ.そうすれば我々は過去 3年の苦しみのすべてを忘れるだろうoそして君たちの高貴な精神
9)

を記憶に留めるだろう｣

トイチュの演説の次に発言したのは,カ トリック司教 レース Raessだった｡彼は突.IA次のような爆弾発言

をしたO

｢我々,即ち私及び私と宗派を同じくする人々に関する不愉快な誤解を避けるために,良心の名において

次の簡明な声明を出すことを義務とみなすO私の宗派の-ルザス ･ロー トリンゲソ人は,二つの大国の間で

結ばれたフランクフル ト講和条約を問題にしようとは考えていないO (ブラボー)私かまず最初に述べたい
10)

のはこれてある｡(盛んな拍手)｣

レースのこの発言はェルザス ･p- トリ-/ゲソ選出議員にとっては正に嘘耳に水だった. F,- ト1)ソケン

選出の議員プニェ トPougnetは1874年 2月19日に述べたC

｢この中でシュトラスブルク司教レース議員は,同じ宗派の人々の名において語っている｡私はこの発言

が本当に行われたかどうか疑問に思 う｡我々はこれを聞いていない｡これが本当に行われたとするなら,司

教は自己の名において発言しただけであり.決してェルザス ･ロー トソケンのカ トリック議員の名において
11)

ではない｣

同じロー トリンケン選出の議員シェルマンGermain も1874年 2月27日の手紙で書いているO

｢レース司教は抗議声明の文言もそれ自体も承認し,いささかの異議も唱えなかった｡ただ,各人は自分

の観点から問題を検討し,正当と思われる考えを主張する権利を持つ,但し,根本に愛国心の表明は絶対必

要,と述べただけである｡--2月15日にベル リンのレース司教の家で直ちに提出するために作成された決

議案には15人の議員全員が署名したo筆頭者はレースだった｡ トイチュの次に-ルザスの代表としてグィ./

テラ-が発言する予定だったOその後 トイツ語ができないp- トリンケン出身議員がェルザスの同僚の支持

演説をフランス語で行 う予定だった｡ レースは発言予定者でなかった｡彼自身討論に加わ りたいとは一度も
12)

言わなかった｡ -･このように彼の行動は全 く弁明の余地がなく,いかなる声明によっても正当化されない｣

このようにレースの発言が-ルザス ･ロー トリンケンの議員の同意なしに行われたのは間違いないが,レ

ース自身の発言の動機については,ビスマルクを刺激しないよう求めたというフランス大統 領 マ クマオ ン

MacMahonの手紙によるものか. トイチュの発言によって予想される ドイツ政府の-ルザス-の報復を避け

るために既成事実を確認する声明を出すことを忠告したという中央党議員ウィントホルス トWindhorstの働
13)

きかけによるものか諸説がある｡しかし.いずれにしてもドイツ支配という現状を肯定するレースの発言は

併合後 3年を経過した1874年においても-ルザス ･ロー トリンゲンで拒否された｡

1)｢同盟｣は抗議派のスポークスマンとして併合後の数年間活発に活動した｡主要な活動は宣伝ビラ･パ

ンフレットの発行で,住民は ドイツへの抵抗を呼びかけ, トイソ当局に対して少しでも協力的な態度を示 し

た者に対して激 しい攻撃を加えた｡会員数は自称40万であったか,実態は ミュルノ､ウゼソの市民20名に過ぎ

かったという｡しかしその影響力は大きく, トイソ当局と住民の対立を深めるのに成 功 した｡参照,Dos

EIsassI87011932,Band1,S.69f

2)Ebenda,Sl70f･

3)Ebenda,S.71.

4)Ebenda,S･73･

5)この中には ｢スケーターズワルツ｣ ｢女学生｣などのワルツ曲で知られる ｢パ リのワルツ王｣ワル ト

トイフェル EmleWaldteufelも含まれる｡1837年シュトラスブルク生まれの彼は独仏戦争で志願兵

としてプラ./スのために戦った｡ 参照,P･Eck,"EmitWaldteuLeLZurlCO.WiederkehrselneS

Geburtstagesam9.Dezemt光r'',in:EIsass･Land(Strassburg),17,1937,S･373-376.

6)Ebenda,S.74.地区毎のフランス国籍選択者教については,Ebenda,Band4,S.63.

7)1874年から1918年までの-ルザス遠出帝国議会議員の名前 ･略歴の一覧は,Ebenda,S.66171.
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8)Ebenda,BandI,S.65.

9)Ebenda,S.65f.

10)Ebenda,S.66.

ll)Ebenda,S･67.

12)Ebenda,S･68.

13)Ebenda,S.66i.

4. 州委員会の設置

ドイツ帝国内部での自治権を獲得しようという考えは, ドイツ-の反感とフランス-の復帰-の期待が強

かった併合直後の数年の-ルザス ･ロー トリンゲンではほとんど支持を宿ることが出来なかったOもちろん,

支配層の中に ドイツ支配に適応しようとする動きが全 くなかったわけではない｡既に1870年秋のシュトラス

ブルク陥落の際に,市長キュスKdssは ｢もし我々-ルザスがバ-デソ大公国のようになれたら,それはあ
1)

らゆる点で素晴らしいことだ｣と述べていた｡ ミュルノ､ウゼソの資本家たちは,自己の経済的利益の防衛の

ために,1871年春からベル リンとの接触を始めた｡そこでは ｢最大限に拡大された自治,帝国議会及び連邦
2)

参議院-の代表権,フランス県議会より広範な権限を持つ地方議会｣が要求されたC ミュソスター Mdnster

の資本家で,ボル ドーの抗議声明の署名者の一人であったノ､ル トマンHartmannは1871年6月,エルザス同

盟の攻撃に対して次のように反論した｡

｢私は自分も署名した抗議から一歩も後退しない｡しかし,今はもはや法の名において征服の暴力的行動

に抗議する時ではない｡我々は一つの現実に直面している｡我々はその中に引き入れられ,好むと好まざる

とにかかわらず,その中で生きなければならない,-･･･モリエールの言葉によれば,民衆はおいしいスープ
3)

で生きるのであって,美しい言葉によってではない｣

しかしこのような声は,併合直後においてほ抗議の声と反 ドイツ感情の中で完全にかき消された｡自治派

は1870年代を通じてほんの少数派に留まった｡彼らはほとんど例外なくプロテスタントであったことは注目
4)

すべきである｡ビスマルクとの協力により,段階的に自治を獲得しようとした｡ ビスマルクは ｢-ルザスの

弁護人｣を自任するだけでなく,その反カトリック的 ｢文化闘争｣により自治派の好意を得た｡ビスマルク

としても抗議派との対抗の上からも自治派の要求をある程度認めることを得策と考えた｡併合後時間が経過

するにつれ,一時の激越な感情が次第に収まり,現実に対する冷静な見方が徐々に強まってきたことも自治

派に有利に働いた｡

前述の如 く,1873年6月の県議会選挙で抗議沢はボイコットしたため,全員自治派が当選していた｡3つ

の県議会は1874年 1月以後,相次いで普通 ･直接選挙による州議会 hlldtagと憲法を要求した｡ビスマルク

はこの要求に答え,1874年10月29日,皇帝の勅令により初めての議会として州委員会 Landesausschuf3が設

置された｡

州委員会は間接選挙により3つの県議会の議員の中からそれぞれ10名ずつ計30名が選ばれて構成された｡

その権限は-ルザス･p- トリソゲソの法律 (州法)案が連邦参議院及び帝国議会の審議にかけられる前に,

それについて意見を述べることができるというものであり,従って事実上の審議権が与えられた｡しかし議

決権は持たなかった｡このように州委員会は議会としてほ不十分な権限しか持たなかったが,-ルザス ･ロ

ー トリンゲソ住民,特にその指導層はこのささやかな議会に期待した｡1875年6月の最初の会議で長老議長

に選ばれたロー トリンゲソ出身のフリュ-レ Flurerは,州委員会が自分たちの求めている自治-の道を切

り開くものと評価し,議長に選ばれた上-ルザス出身のシュルンベルガー Schlumtxrgerも,この議会が早
5)

い時期に議決権を持つ議会になることを望むと述べた｡

この希望は1877年5月の改革で部分的に満たされた｡帝国議会は州委員会に立法権の一部を付与する法案

を可決した｡この背景には直前に行われた帝国議会選挙の結果があった｡この選挙で自治派は5つの選挙区

で抗議派候補を破 り,全部で15議席のうち 1/3を占め (すべて下-ルザス),このことが ドイツに好意的に

受け取られた｡この時期の自治派の指導者がシュネーガンスAugustSchneegansである｡彼はビスマルクと

良好な関係を持ち,-ルザスの権利の拡大のためベル リンの諸政党に活発に働きかけた｡
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この改革により,-ルザス ･ロー ト1)ンデンの州法は今後皇帝が連邦参議院と州委員会の同意を得て制定

されることになった｡帝国議会は例外的な場合のみ関与した｡つまり帝国議会の位置に州委員会が来ること

によって,州委員会は立法権の一翼を担 うことになった｡これにより州委員会は法的根拠を持つに至った｡

即ち,元来皇帝の勅令によって設置されたこの議会は,将来再び勅令によって廃止される可能性があったの

であるが,1877年の改革により州委員会は毎年召集されるようになった｡自治派の帝国議会議員は改革が更

に前進することを期待して,改革法案に賛成投票した｡抗議派はより広範な改革,即ち普通 ･直接選挙によ
6)

る州議会を主張した｡

自治派の指導者シュネーガンスほ,1877年の改革の後,1)独自の憲法の制定,2)シュトラスブルク所在

の州政府の設置,3)連邦参議院の代表権を要求し,その具体的方策として,皇帝領土 Kaiserland構想と呼

ばれる皇帝との同君連合を提案した｡即ち,皇帝は ドイツ帝国に加盟している25の邦国 Landの委託を受け

て-ルザス ･ロー トリンケンを統治しているのであるが,今後 ｢-ルザス ･ロー トリンデン国家｣の君主と

して統治させようというものであ り,これによって他の ドイツ諸邦と対等の立場に立とうという構想である0

この構想に,州委員会は賛成した｡州知事メラーも賛成した｡皇帝自身も決して否定的ではなかったと言

われる｡しかしビスマルクの反対によってあえなく挫折した｡ ビスマルクは皇帝との同君連合は結局プロイ

センとの真の連合,つまり1871年に彼が反対したプロイセンへの併合になると考えた｡

皇帝領土構想が挫折すると,シュネ～ガンスは次に皇太子を-ルザス ･ロー トリンデンの君主にするとい

う ｢ドイツの ドフィネ｣構想を打ち出した｡ ビスマルクはこの案には賛成した｡しかし今回は皇帝自身が反

対したO皇帝によれば,皇太子はあくまでプロイセンの伝統と雰囲気の中で成長しなければならない,と｡
7)

結局この案も挫折 した｡

-ルザス ･ロー トリンデンを独立の国家にするための苦肉の策もこうして失敗したが,シュネ-ガンスは

尚もビスマルクとの友好関係に期待して協力を続けた｡そして, ビスマルクの了解を得た上で1879年2月6

日,帝国議会に新たな改革法案を提出した｡それは最小限度の要求として,1)シュトラスブルクに州政 府

を設置する,2)州委員会の権限を拡大する,3)連邦参議院-の補佐的代表権を獲得する,を掲げていた｡

このシュネーガンスの提案に基づき,1879年 6月2日, ｢-ルザス ･ロー トリンゲンの憲法と行政に関する
8)

法律｣が帝国議会に提出された｡それは6月23日可決され,7月4日に発効した｡か くて-ルザス ･ロー ト

l)ソゲンは ｢憲法｣を持つに至ったが,抗議派とカ トリックの議員は,改革後も州委員会が直接選挙によら

ないこと, ｢独裁条項｣が新しい憲法にも採用されたことを理由に反対投票 した｡自治派は改革は段階的に
9)

しか行いえないと考えて賛成投票した｡

1)DasEIsassvo乃1870-1932,Band1,S.105.

2)Ebenda,S.106.

3)"IndustrielAIsacien",1.6.1871,in;ebenda,Band4,S･286-290･〔Ihk･Nr･8b〕

4)-ルザス ･ロー トリンデンではカ トリックが圧倒的に多い｡1871年ではカトリック人口120万に対し

てプロテスタント人口は27.1万だった｡Wehler,S･147,Anm･43.

5)DosEIsassvow1870-1932,Band1,S･110･

6)Ebenda,S.110f.

7)Ebenda,S,112;Wehler,S･151f･

8)DosEIsassvow1870-1932,Band4,S･265-270･〔Ihk･Nr5〕

9)Ebenda,Band1,S･112f･

2. 1879年の ｢憲法｣

1879年の憲法により,行政の二重状態が解消されたO州知事制が廃止され,州知事と権限争いを起こして

いた-ルザス ･ロー トリンゲン庁 (前述の如 く,1877年 1月1日にエルザス ･ロー トリンゲソ局から格上げ

されていた)も同時に廃止された｡それに代って皇帝に任命される総督 Statthalterが置かれ, その下に内

閣 Ministerium が組織されたO内閣は,一人の大臣 Staatssekretarと数名の次官 Unterstaatssekretarで構
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成された｡前者は首相に相当し,各省の長である後者は大臣に相当するので,以下首相,大臣と呼ぶ｡総督

以下全員が皇帝に任命され,また解任された｡総督も内閣もシュトラスブルクに本部を置いた ｡

初代総督には陸軍元師マントイフェル EdwinYonManteuffelが就任した｡以下1918年までにホーエソロ

ー- ClodwigzuHohenlohe-Schillingsftirst(在任 188511894),ランゲソブルクHermannsvonHohenlohe-

klgenburg(189411907),ヴェ-デルCarlGrafvonWedel(1907-1914),ダルヴィツHansvonDallwitz

(1914-1918.10),シュヴァソダー RudolfSchwander(1918.10-ll)の計6名の総督が任命された｡ 最

後のシュヴァ./ダーが地元出身者である以外はすべてプロイセン人である｡

総督の権限は広範囲に渡った｡総督は,1)政令を出し,2)県議会,郡議会,市町村議会の召集 ･解散権

を持ち,3)聖職者の認証を行い,4)恩赦を与える権利を持った｡また,以前州知事が持っていた ｢独裁条

項｣に基づく権限を総督が引き継いだ｡連邦参議院に3名の代表を送 り,総督がこれを任命した｡但し,こ

の3名は審議権のみであり,議決権を持たなかった｡

州委員会については,その権限が拡大された｡これ以後州委員会は法律の発議権を持つに至った｡また議

員定数も従来の30名から58名に拡大された｡県議会選出の30名が34名にふえ,人口1000人につき1人の選挙

人が計20名の議員を市町村議会の中から選び, 4大都市 (シュトラスブルク,コルマル,メッツの3県都及

び ミュル-ウゼソ)の市議会から4名が選ばれた｡選挙法は依然間接選挙であった｡

一方,連邦参議院と帝国議会の立法権はそのまま残された｡また,総督,首相,内閣は皇帝の信任に依拠

し,皇帝にのみ責任を負った｡従って,内閣制度が導入されたとしても,それは議会たる州委員会には責任

を負わず,議院内閣制ではなかった｡これは ドイツ帝国,及びそれを構成するすべての邦国にもあてはまる

ことであったが｡州委員会には政府への質疑権さえなかった｡

とはいえ,ともかくも外見上-ルザス ･ロー トリンゲソほ国家の体裁を得るに至った｡それは審議権だけ

にせよ連邦参議院への代表権を持ち,州委員会は予算の事実上の議決権を得た｡将来の自治的発展の可能性
1)

も与えられた｡1879年の憲法は ｢自治への長いみちのりの上での重要な一歩であった｣

1879年7月23日にシュトラスブルクに着任したマントイフェルの施政方針は,州委員会に代表される地元

の有力者 ･カトリック教会との協力を第一とするものであった｡間接選挙で選ばれる州委員会は住民の代表

者であったが,議員たちは自らの特権的地位に満足し,マントイフェルに好感を持った｡彼らは,州委員会

の民主化にはあまり関心を示さなかった｡1879年から1900年に至るまで州委員会の側から憲法改正の提案は

1882年に一度あったきりであることがそれを証明している｡しかし円滑な統治を行 うために有力者との協力

を図ったことは,-ルザス ･ロー トリンゲソの ｢ドイツ化｣政策とは矛盾した｡というのは,彼らは自らの

支配的地位の維持のために表面上はマントイフェルと協力したが,心情的にはほとんど例外なくフランス支

持であり,フランス語をしゃべ り,フランス的生活様式を好んだ｡ ドイツ語を話す一般庶民,つまり農民や

労働者の支持に依拠して ｢ドイツ化｣を図るという発想はマソトイフェル,そして彼の後を継いだホー-ソ

ロー-,ランゲソブルクの時代にも見られなかった｡

-ルザス ･ロー ト.)ソゲソの住民は新しい体制にどう反応したかC ドイツ政府はこの改革を一種 の ｢恩

恵｣とみなし,住民が ドイツに対して友好的な態度を取ることを要求した｡ ドイツ政府との協力によって一

歩一歩自治権を獲得しようとしていた自治派は新しい憲法を自治獲得への重要な前進とみなした｡しかし住

民の多数は依然自治派の主張に支持を与えていなかった｡皮肉なことに,1879年の改革は住民に自治派に背

を向けさせ,抗議派の勢力を増大させる結果になった｡既に1878年の帝国議会選挙では,前年に5名を当選

させた自治派は一人を除いて全員抗議沢候補者に敗れていたC1880年代を通じて自治派は一人も当選させる

ことができなかった｡特に ドイツへの復讐戦争を唱えてフランス国民の喝釆を博していた プーラソソジェ

良)ulangerの時代 (1886-1889年)には,エルザス ･ロー トリンゲソ内でフランスへの期待が高まり,抗議

派の活動は活発化した｡1887年の帝国議会選挙では, ドイツ政府の猛烈な選挙干渉にもかかわらず,抗議派

は15議席を独占した｡各選挙区で抗議派候補者は自治派候補者の約 3倍の得票をした｡新聞 『シュトラスブ

ルガ-ポス ト』StrassburgerPostは1887年 2月24日,選挙結果について次のように書いた｡

｢この地方は圧倒的多数の 声 で 答 えた｡我々は ドイツ人でない,我々は ドイツ的なもの Deutschtum に抗

議する,たとえ,戟争の危険 を 冒 し て でも,と｡この行動は決して軽率で不用意なものでなく,慎重に結果
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を意識しつつ行ったのである｡--･今度の選挙はフランスとドイツのどちらを選ぶかについての,真の正し
2)

い住民投票だった｡選挙は,この地方で ドイツ的なものが重大な危機に瀕していることを示した｡

ビスマルクはこの選挙結果に激怒し,一時は併合直後の独裁制の復活と,彼自身反対していたプロイセン

の併合さえ考えたという｡結局, ｢懲罰｣として,いくつかの反 ドイツ的と見られる団体を禁止し,また7
3)

ランスとの人的交流を制限するため 1888年 5月22日,旅券携帯義務を課した (1900年に廃止)｡住民の問で

自治派の主張が定着し始めたのは1890年以降になってからである｡

1)DosEIsassyon1870-1932,Band1,S.113.

2)Ebenda,S.80.

3)Wehler,S.161.




